
   秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の管理職手当に関する規則 

（昭和５１年８月２日 規則第９号） 

 

 改正 昭和５１年１２月１４日 規則第１４号 

    昭和５４年７月２０日 規則第１号 

    昭和５６年４月１日 規則第２号 

    昭和６１年３月２８日 規則第２号 

    昭和６２年３月３１日 規則第３号 

    昭和６３年３月３０日 規則第１号 

    平成２年１２月２５日 規則第８号 

    平成５年３月３１日 規則第１号 

    平成７年３月２７日 規則第１号 

    平成８年３月２８日 規則第１号 

    平成１４年３月２９日 規則第２号 

    平成１８年１月２６日 規則第２号 

    平成１８年３月３１日 規則第３号 

    平成２０年３月２６日 規則第２号 

    平成２２年１２月１日 規則第６号 

    平成２９年３月３１日 規則第６号 

    令和３年３月３１日 規則第３号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合職員の給与に関する条例

（昭和５１年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第５号。以下「条例」とい

う。）第１５条の２第１項及び第２項の規定により、職員の管理職手当につ

いて必要な事項を定める。 

 （支給範囲及び手当の月額） 

第２条 管理職手当は、別表に掲げる職に対し、同表に掲げる額を支給する。 

 （支給方法） 

第３条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。 

 （管理職手当を支給しない場合） 

第４条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかっ

た場合（公務上の負傷若しくは疾病又は通勤（地方公務員災害補償法（昭和
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４２年法律第１２１号）第２条第２項に規定する通勤をいう。）による負傷

若しくは疾病により勤務しなかった場合を除く。）は、その月の管理職手当

は、支給しない。 

 （委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか、職員の管理職手当について必要な事項

は、組合長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （５５歳を超える職員の管理職手当に対する特例措置） 

２ ５５歳を超える職員（行政職給料表（１）の適用を受ける職員でその職務

の級が５級以下であるもの、行政職給料表（２）の適用を受ける職員及び再

任用職員を除く。）に対する管理職手当の支給に当たっては、当分の間、そ

の職員が５５歳に達した日後における最初の４月１日以後、その職員に支給

する管理職手当額から、その手当額に１００分の１．５を乗じて得た額に相

当する額を減ずる。 

 （平成２２年４月１日前に５５歳に達した職員に関する読替え） 

３ 平成２２年４月１日前に５５歳に達した職員については、前項中、「その

職員が５５歳に達した日後における最初の４月１日以後」とあるのは、「公

布日以後」とする。 

   附 則（昭和５１年１２月１４日規則第１４号） 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秦野市伊勢原市環境衛生組合職

員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和５１年１２月１日から適用する。 

   附 則（昭和５４年７月２０日規則第１号） 

 この規則は、昭和５４年８月１日から施行する。 

   附 則（昭和５６年４月１日規則第２号） 

 この規則は、昭和５６年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和６１年３月２８日規則第２号抄） 

 （施行日） 

 この規則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和６２年３月３１日規則第３号） 

 この規則は、昭和６２年４月１日から施行する。 



   附 則（昭和６３年３月３０日規則第１号） 

 この規則は、昭和６３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２年１２月２５日規則第８号抄） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３年１月１日から施行する。 

   附 則（平成５年３月３１日規則第１号） 

 この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成７年３月２７日規則第１号） 

 この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成８年３月２８日規則第１号） 

 この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１４年３月２９日規則第２号） 

 この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年１月２６日規則第２号） 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年３月３１日規則第３号抄） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年３月２６日規則第２号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 秦野市職員の給与に関する条例第１５条の２第１項の規定により管理職手

当を支給される職員のうち、この規則第１条による改正前の秦野市職員の管

理職手当に関する規則第２条の規定によるその職員の職に相当する職の区分

に係る管理職手当の額（以下「改正前の手当額」という。）が、この規則第

１条による改正後の秦野市職員の管理職手当に関する規則（以下「改正後の

規則」という。）第２条の規定による管理職手当の額（以下「改正後の手当

額」という。）に達しないこととなる職員には、改正後の規則第２条に規定

にかかわらず、改正前の手当額に、改正後の手当額と改正前の手当額との差

額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれの各号に定

める割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てた額）を加算した額を管理職手当として支給する。 



 (1) 平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで １００分の２５ 

 (2) 平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで １００分の５０ 

 (3) 平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで １００分の７５ 

 (4) 平成２３年４月１日以降 １００分の１００ 

   附 則（平成２２年１２月１日規則第６号抄） 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日規則第６号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年３月３１日規則第３号） 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

【別表（第２条関係）】 
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